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議案第４号 

 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例の

制定について 

 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例案を次

のとおり提出する。 

  令和７年３月７日提出 

五島市長 出 口  太   

   刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例 

（五島市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 五島市職員の給与に関する条例（平成１６年五島市条例第４５号）の一部

を次のように改正する。 

  第３０条第３号及び第４号並びに第３１条第１項第１号及び第３項第１号中

「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

（五島市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正） 

第２条 五島市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（平成１６年五

島市条例第２６１号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第１号中「禁錮
こ

」を「拘禁刑」に改める。 

（五島市附属機関の設置等に関する条例の一部改正） 

第３条 五島市附属機関の設置等に関する条例（令和３年五島市条例第３１号）の

一部を次のように改正する。 

  第１２条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

（五島市個人情報の保護に関する法律施行条例の一部改正） 

第４条 五島市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年五島市条例第１

号）の一部を次のように改正する。 

  附則第３項中「前条第１号」を「前項第１号」に改める。 

  附則第７項及び第８項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年６月１日から施行する。ただし、第４条中五島市個人情
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報の保護に関する法律施行条例附則第３項の改正規定は、公布の日から施行する。 

 （罰則の適用等に関する経過措置） 

２ この条例（前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。）の施行の日前

にした行為の処罰については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例に

よることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条

例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定め

る刑に刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号。以下「刑法等一部

改正法」という。）第２条の規定による改正前の刑法（明治４０年法律第４５号。

以下この項において「旧刑法」という。）第１２条に規定する懲役（以下「懲役」

という。）（有期のものに限る。以下この項において同じ。）又は旧刑法第１３条に

規定する禁錮（以下「禁錮」という。）（有期のものに限る。以下この項において

同じ。）が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及

び短期を同じくする有期拘禁刑とする。 

 （人の資格に関する経過措置） 

４ 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例による

こととされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例そ

の他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用について

は、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せ

られた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。 

 （五島市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

５ 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の

整理等に関する法律（令和４年法律第６８号）並びにこの条例の施行前に犯した

禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定められている罪につき起訴をされた者は、第１

条の規定による改正後の五島市職員の給与に関する条例第３１条第１項（第１号

に係る部分に限る。）及び第３項（第３号に係る部分に限る。）の規定の適用につ

いては、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。 

 

 

 （提案理由） 
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刑法（明治４０年法律第４５号）の一部改正により、懲役及び禁錮が廃止され、

新たに拘禁刑が創設されること等に伴い、所要の規定の整理を行う必要がある。こ

れが、この案を提出する理由である。 
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議案第５号 

 

五島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

 五島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例案を次のとお

り提出する。 

令和７年３月７日提出 

五島市長 出 口  太   

五島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

五島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１６年五島市条例第３３号）

の一部を次のように改正する。 

第９条第２項中「３歳に満たない子」を「小学校就学の始期に達するまでの子」

に改め、同条第４項中「除く。）が、規則で定めるところにより、当該子を養育」

とあり、」の次に「並びに」を加え、「中「３歳に満たない子のある職員が、規則で

定めるところにより、当該子を養育」とあり、」を削る。 

第１６条第１項中「定める者」の次に「（第１９条第１項において「配偶者等」

という。）」を加える。 

第１９条を第２１条とし、第１８条の次に次の２条を加える。 

 （配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等） 

第１９条 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至っ

たことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度

又は措置（以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。）その

他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出（次条

において「請求等」という。）に係る当該職員の意向を確認するための面談その

他の措置を講じなければならない。 

２ 任命権者は、職員に対して、当該職員が４０歳に達した日の属する年度（４月

１日から翌年の３月３１日までをいう。）において、前項に規定する事項を知ら

せなければならない。 

 （勤務環境の整備に関する措置） 

第２０条 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにする

ため、次に掲げる措置を講じなければならない。 
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 (1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施 

 (2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備 

 (3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の

日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の日を時間外勤務制限開

始日とする改正後の五島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第９条第２項の

規定による請求（３歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために

行うものに限る。）を行おうとする職員は、施行日前においても、規則で定める

ところにより、当該請求を行うことができる。 

 

 

 （提案理由） 

 時間外勤務の制限の対象となる職員を小学校就学の始期に達するまでの子のある

職員まで拡大するほか、新たに仕事と介護の両立支援に関する規定を整備するなど、

所要の規定の整備を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第６号 

 

   五島市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

五島市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出

する。 

令和７年３月７日提出 

五島市長 出 口  太   

五島市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

五島市職員の育児休業等に関する条例（平成１６年五島市条例第３４号）の一部

を次のように改正する。 

第２１条第３項中「第６１条第３２項において読み替えて準用する同条第２９

項」を「第６１条の２第２０項」に改める。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 （提案理由） 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成

３年法律第７６号）の一部改正に伴い、引用している条項が整理されたことから、

所要の規定の整理を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第７号 

 

五島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正につい

   て 

五島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

案を次のとおり提出する。 

令和７年３月７日提出 

五島市長 出 口  太   

五島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例 

五島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年五島市条

例第７号）の一部を次のように改正する。 

第２２条中「３４万５，０００円」を「３７万５，０００円」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 （提案理由） 

外国語指導助手及び外国語指導助手指導員の報酬を見直すことに伴い、市長が特

に必要と認めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の上限額を改める必要がある。

これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第８号 

 

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条

例の一部改正について 

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の

一部を改正する条例案を次のとおり提出する。 

令和７年３月７日提出 

五島市長 出 口  太   

   地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条

例の一部を改正する条例 

 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

（令和４年五島市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

 附則第１２条中「附則第９条第３項」を「附則第９条第２項」に改める。 

 附則第１４条第６項中「附則第９条第２項」を「附則第９条第６項」に改める。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 （提案理由） 

地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）の一部改正に伴い、

引用している条項が整理されたことから、所要の規定の整理を行う必要がある。こ

れが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第９号 

 

五島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改

正について 

五島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条

例案を次のとおり提出する。 

令和７年３月７日提出 

五島市長 出 口  太   

五島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を

改正する条例 

 五島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年五島市

条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２号中「第２条第８項」を「第２条第９項」に改め、同条第３号中「第

２条第１２項」を「第２条第１３項」に改め、同条第４号中「第２条第１４項」を

「第２条第１５項」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 （提案理由） 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成

２５年法律第２７号）の一部改正に伴い、引用している条項にずれが生じたため、

所要の規定の整理を行う必要がある。これが、この案を提出する理由である。 
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議案第１０号 

 

五島市公有施設の屋根等への太陽光発電設備等の設置に係る行政財産使用料

の減免等に関する条例の制定について 

五島市公有施設の屋根等への太陽光発電設備等の設置に係る行政財産使用料の減

免等に関する条例案を次のとおり提出する。 

令和７年３月７日提出 

五島市長 出 口  太   

五島市公有施設の屋根等への太陽光発電設備等の設置に係る行政財産使用料

の減免等に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、五島市ゼロカーボンシティ計画の実現に向け、市内における

自家消費型の太陽光発電設備を設置する取組を推進するため、市が所有する公有

施設の屋根等に太陽光発電設備及び附属物件を設置する者に対し、当該太陽光発

電設備及び附属物件の設置に係る行政財産の使用料を減額し、若しくは免除する

こと又は当該太陽光発電設備及び附属物件の設置に係る普通財産の貸付料を無償

とし、若しくは減額することに関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

 (1) 公有施設 学校、公民館、庁舎等の建物施設をいう。 

 (2) 屋根等 建物の屋根、屋上、敷地その他の場所をいう。 

(3) 太陽光発電設備 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置

法（平成２３年法律第１０８号）第２条第２項に規定する再生可能エネルギー

発電設備のうち、太陽光を再生可能エネルギー源とするものをいう。 

(4) 太陽光発電事業者 太陽光発電設備を用いて発電を行う者をいう。 

 (5) 附属物件 太陽光発電設備と電気事業者（再生可能エネルギー電気の利用

の促進に関する特別措置法第２条第４項の電気事業者をいう。）の事業の用に

供する変電用、送電用又は配電用の電気工作物（電気事業法（昭和３９年法律

第１７０号）第２条第１項第１８号に規定する電気工作物をいう。）とを電気
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的に接続する目的で設置する物件をいう。 

 （行政財産の使用料の減免） 

第３条 市長は、太陽光発電事業者が五島市の行政財産である公有施設の屋根等に

太陽光発電設備及び附属物件を設置する場合には、当該太陽光発電事業者から徴

収すべき公有施設の屋根等の使用料を減額し、又は免除することができる。 

２ 前項の規定により減額し、又は免除する使用料の額は、当該公有施設の屋根等

のうち、太陽光発電設備及び附属物件を設置するために使用する部分について、

五島市行政財産使用料条例（平成１６年五島市条例第８１号）第２条の規定によ

り算定した使用料の額とする。 

 （普通財産の無償貸付け又は減額貸付け） 

第４条 市長は、太陽光発電事業者が五島市の普通財産である公有施設の屋根等に

太陽光発電設備及び附属物件を設置する場合には、当該太陽光発電事業者に対す

る当該公有施設の屋根等の貸付料を無償とし、又は減額することができる。 

２ 前項の規定により無償とし、又は減額する貸付料の額は、当該公有施設等の屋

根等のうち、太陽光発電設備及び附属物件を設置するために貸し付ける部分に係

る貸付料の額とする。 

 （行政財産の使用料の減免及び普通財産の無償貸付け又は減額貸付けの要件） 

第５条 第３条第１項の規定による行政財産の使用料の減額若しくは免除又は前条

第１項の規定による普通財産の無償貸付け若しくは減額貸付けは、次に掲げる要

件のいずれにも該当する場合に行うものとする。 

(1) 太陽光発電事業者が、自らの費用により、公有施設の屋根等に太陽光発電

設備及び附属物件を設置すること。 

 (2) 公有施設の屋根等に設置する太陽光発電設備及び附属物件について、太陽

光発電事業者が所有し、及び管理すること。 

 (3) 太陽光発電事業者が公有施設の屋根等に設置する太陽光発電設備により発

電した電力を全て当該公有施設に供給すること。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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 （提案理由） 

市の公有施設の屋根等に太陽光発電設備を設置する者が、当該太陽光発電設備に

より発電した電力の全てを当該公有施設に供給する場合に、当該太陽光発電設備の

設置に係る使用料及び貸付料を減額し、又は免除することとするため、必要な事項

を定める必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第１１号 

 

五島市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正につい

   て 

五島市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例

案を次のとおり提出する。 

令和７年３月７日提出 

五島市長 出 口  太   

五島市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する

条例 

五島市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（平成１６年五島市条

例第２６１号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「１，０７１人」を「９９９人」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 （提案理由） 

五島市消防団において、定員の見直しを行うことに伴い、所要の規定の整備を行

う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第１２号 

 

五島市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格

基準に関する条例の一部改正について 

五島市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

に関する条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。 

令和７年３月７日提出 

五島市長 出 口  太   

五島市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格

基準に関する条例の一部を改正する条例 

五島市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

に関する条例（平成２４年五島市条例第４０号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項第１号中「の土木工学科」を「において土木工学科」に改め、「に

おいて衛生工学又は水道工学に関する学科目」を削り、「２年以上」を「１年６月

以上」に改め、同項第２号中「の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生

工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目」を「において機械工学科若しくは

電気工学科又はこれらに相当する課程」に、「３年以上」を「２年以上」に改め、

同項第３号中「高等専門学校」の次に「（次号において「短期大学等」という。）

」を、「修了した後」の次に「。次号において同じ。」を加え、「５年以上」を「

２年６月以上」に改め、同項第８号中「１年以上」を「６月以上」に改め、同号を

同項第１０号とし、同項第７号中「若しくは第２号に規定する課程及び学科目又は

第３号若しくは第４号に規定する課程」を「から第６号までに規定する課程」に改

め、「又は学科目」を削り、同号を同項第９号とし、同項第６号中「２年以上」を

「１年６月以上」に改め、同号を同項第８号とし、同項第５号中「１０年以上」を

「５年以上」に改め、同号を同項第７号とし、同項第４号中「中等教育学校」の次

に「（次号において「高等学校等」という。）」を加え、「７年以上」を「３年６

月以上」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号の次に次の１号を加える。 

(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修

めて卒業した後、３年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する

者 
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第３条第１項第５号の次に次の１号を加える。 

(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修

めて卒業した後、４年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する

者 

第３条第１項に次の１号を加える。 

(11) 建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第３７条第１項及び第２項

の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格した者であって、１年

６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの 

第３条第２項を削る。 

第４条第１項第１号を次のように改める。 

(1) 前条第１項第１号、第３号又は第５号に規定する学校において土木工学科

若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後（専門職大学前

期課程にあっては、修了した後）、同項第１号に規定する学校を卒業した者に

ついては１年６月以上、同項第３号に規定する学校を卒業した者（専門職大学

前期課程にあっては、修了した者）については２年６月以上、同項第５号に規

定する学校を卒業した者については３年６月以上水道に関する技術上の実務に

従事した経験を有する者 

第４条第１項第２号中「及び第４号」を「又は第５号」に、「に関する学科目又

はこれらに相当する学科目」を「の課程又はこれらに相当する課程（土木工学科及

び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。）」に、「４年以上」を「２年以上

」に、「６年以上」を「３年以上」に、「同項第４号」を「同項第５号」に、「８

年以上」を「４年以上」に改め、同項第３号中「１０年以上」を「５年以上」に改

め、同項第４号中「及び第４号」を「又は第５号」に、「学科目並びに」を「課程

並びに」に、「学科目以外の学科目」を「課程以外の課程」に、「（当該学科目を

修めて専門職大学前期課程を修了した場合を含む。）後」を「後（当該課程を修め

て専門職大学前期課程を修了した場合を含む。）」に、「５年以上」を「２年６月

以上」に、「７年以上」を「３年６月以上」に、「同項第４号」を「同項第５号」

に、「９年以上」を「４年６月以上」に改め、同項第５号中「第２号」を「第１号

若しくは第２号」に、「学科目」を「課程」に改め、同項に次の１号を加える。 

(7) 前条第１０号又は第１１号に掲げる資格を有する者 
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第４条第２項を削る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （五島市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基

準に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

２ 五島市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基

準に関する条例の一部を改正する条例（平成３１年五島市条例第１３号）の一部

を次のように改正する。 

  附則第２項中「この条例による改正後の」を削り、「第３条第１項第８号」を

「第３条第１０号及び第４条第７号の規定」に改める。 

 

 

 （提案理由） 

水道法施行令（昭和３２年政令第３３６号）及び水道法施行規則（昭和３２年厚

生省令第４５号）の一部改正に伴い、布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基

準について、所要の規定の整備を行う必要がある。これが、この条例案を提出する

理由である。 
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議案第１３号 

 

五島市奈留芸能館条例の廃止について 

五島市奈留芸能館条例を廃止する条例案を次のとおり提出する。 

令和７年３月７日提出 

五島市長 出 口  太   

五島市奈留芸能館条例を廃止する条例 

五島市奈留芸能館条例（平成１６年五島市条例第２５４号）は、廃止する。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 （提案理由） 

奈留芸能館を廃止するため、五島市奈留芸能館条例を廃止する必要がある。これ

が、この条例案を提出する理由である。 
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議案第１４号 

 

五島市手数料条例の一部改正について 

五島市手数料条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。 

令和７年３月７日提出 

五島市長 出 口  太   

五島市手数料条例の一部を改正する条例 

五島市手数料条例（平成１６年五島市条例第７９号）の一部を次のように改正す

る。 

 別表第２第１項を次のように改める。 

１ 建築確認申請

及び計画通知 

(1) 建築基準法（

以下この表におい 

床面積の合計が

３０㎡以内 

８，０００円 

 手数料 て「法」という。

）第６条第１項の

規定に基づく建築 

床面積の合計が

３０㎡を超え１

００㎡以内 

１８，０００

円 

  物の確認の申請及

び法第１８条第２

項の規定に基づく 

床面積の合計が

１００㎡を超え

２００㎡以内 

３１，０００

円 

  計画通知（市が通

知するものを除く

。）に対する審査 

床面積の合計が

２００㎡を超え

５００㎡以内 

４２，０００

円 

  （移転（建築基準

法施行令（昭和２

５年政令第３３８

号）第１３７条の 

床面積の合計が

５００㎡を超え

１，０００㎡以

内 

６６，０００

円 

  １６に定める範囲

の移転に限る。以

下同じ。）に係る

ものについては、

移転に係る部分の

床面積の２分の１

を右欄の床面積と

みなす。） 

床面積の合計が

１，０００㎡を

超えるもの 

９７，０００

円 

  (2) 法第８８条第

１項において準用

する法第６条第１

項の規定に基づく

工作物の確認の申

請及び法第１８条

第２項の規定に基 

１３，０００円 
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  づく計画通知（市

が通知するものを

除く。）に対する

審査 

 

  (3) 建築物のエネ

ルギー消費性能の

向上等に関する法

律施行規則（平成 

一戸建て住宅で

床面積の合計が

２００㎡未満 

(1)の規定に

よる金額に１

１，０００円

を加算した額 

  ２８年国土交通省

令第５号）第２条

第１項第１号又は

第２項の規定が適 

一戸建て住宅で

床面積の合計が

２００㎡以上 

(1)の規定に

よる金額に１

２，０００円

を加算した額 

  用される建築物（

建築物のエネルギ

ー消費性能の向上

等に関する法律第 

共同住宅等で床

面積の合計が３

００㎡未満 

(1)の規定に

よる金額に２

１，０００円

を加算した額 

  １１条第１項又は

第２項（これらの

規定を同法第１４

条第２項において

読み替えて適用す

る場合を含む。）

の建築物エネルギ

ー消費性能適合性

判定を受ける建築

物及び法第６条の

４第１項第３号に

掲げる建築物を除

く。）に対する審

査 

共同住宅等で床

面積の合計が３

００㎡以上 

(1)の規定に

よる金額に３

３，０００円

を加算した額 

 別表第２第２項中「６，０００円」を「９，０００円」に改め、同表第３項を次

のように改める。 

３ 完了検査申請

及び完了検査 

(1) 法第７条第１

項の規定に基づく 

床面積の合計が

３０㎡以内 

２０，０００

円 

 通知手数料 建築物の完了検査

の申請及び法第１

８条第２０項の規 

床面積の合計が

３０㎡を超え１

００㎡以内 

２６，０００

円 

  定に基づく完了検

査の通知（市が通

知するものを除く 

床面積の合計が

１００㎡を超え

２００㎡以内 

３８，０００

円 

  。）に対する検査

（移転に係るもの

については、移転 

床面積の合計が

２００㎡を超え

５００㎡以内 

４３，０００

円 

  に係る部分の床面 床面積の合計が ５９，０００ 
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  積の２分の１を右

欄の床面積とみな

す。） 

５００㎡を超え

１，０００㎡以

内 

円 

   床面積の合計が

１，０００㎡を

超えるもの 

８０，０００

円 

  (2) 法第８８条第

１項において準用

する法第７条第１

項の規定に基づく

工作物の完了検査

の申請及び法第１

８条第２０項の規

定に基づく完了検

査の通知（市が通

知するものを除く

。）に対する検査 

１２，０００円 

  (3) 建築物のエネ

ルギー消費性能の 

床面積の合計が

３０㎡以内 

２４，０００

円 

  向上等に関する法

律第１０条第１項

の規定が適用され 

床面積の合計が

３０㎡を超え１

００㎡以内 

３０，０００

円 

  る建築物（建築基

準法施行規則（昭

和２５年建設省令 

床面積の合計が

１００㎡を超え

２００㎡以内 

４２，０００

円 

  第４０号）第４条

第４号ハに該当す

る場合（特定建築 

床面積の合計が

２００㎡を超え

５００㎡以内 

４９，０００

円 

  行為に係る住宅が

建築物エネルギー

消費性能基準に適

合する住宅と同等 

床面積の合計が

５００㎡を超え

１，０００㎡以

内 

６９，０００

円 

  以上のエネルギー

消費性能を有する

ものである旨の建

設住宅性能評価に

限る。）及び法第

６条の４第１項第

３号に掲げる建築

物を除く。）に対

する検査 

床面積の合計が

１，０００㎡を

超えるもの 

９４，０００

円 

 別表第５第１項手数料の額の欄を次のように改める。 

(1) 一戸建 ア 登録建 ３３，０００円 

- 20 -



て 住 宅 （

人 の 居 住

の 用 以 外

の 用 途 に

供 す る 部

分 を 有 し

な い も の

に 限 る 。

以 下 こ の

表 に お い

て 同 じ 。

） の 場 合 

築 物 エ ネ

ル ギ ー 消

費 性 能 判

定 機 関 （

建 築 物 の

エ ネ ル ギ

ー 消 費 性

能 の 向 上

等 に 関 す

る 法 律 第

１ ４ 条 第

１ 項 に 規

定 す る 登

録 建 築 物

エ ネ ル ギ

ー 消 費 性

能 判 定 機

関 を い う

。 ） 、 登

録 住 宅 性

能 評 価 機

関 （ 住 宅

の 品 質 確

保 の 促 進

等 に 関 す

る 法 律 第

５ 条 第 １

項 に 規 定

す る 登 録

住 宅 性 能

評 価 機 関

を い う 。

） 又 は 指

定 確 認 検

査 機 関 （

建 築 基 準

法 第 ７ ７

条 の ２ １

第 １ 項 に

規 定 す る

指 定 確 認

検 査 機 関

を い う 。

） に よ り 
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 低 炭 素 建

築 物 新 築

等 計 画 が

法 第 ５ ４

条 第 １ 項

各 号 に 掲

げ る 基 準

に 適 合 す

る こ と を

証 さ れ た

書 類 （ 以

下 こ の 表

に お い て

「 適 合 証

」 と い う

。 ） の 提

出 が な い

も の で 評

価 手 法 が

標 準 計 算

法 で あ る

もの 

 

 イ  適 合 証

の 提 出 が

な い も の

で 評 価 手

法 が 仕 様

・ 計 算 併

用 法 で あ

る も の 

２４，０００円 

 ウ  適 合 証

の 提 出 が

な い も の

で 評 価 手

法 が 仕 様

基 準 で あ

る も の 

１７，０００円 

 エ  適 合 証

の 提 出 が

あ る も の 

４，０００円 

(2) 共同住

宅 等 （ 一

戸 建 て 住

宅 以 外 の 

ア  適 合 証

の 提 出 が

な い も の

で 評 価 手 

(ｱ)に掲げる申請に

係る住戸の数の合計

の区分に応じて規定

する金額に、共用部 
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住 宅 を い

う 。 以 下

こ の 表 に

お い て 同

じ 。 ） の

住 棟 全 体

の 場 合 又

は 非 住 宅

部 分 及 び

住 宅 部 分

を 有 す る

建 築 物 （

以 下 こ の

表 に お い

て 「 複 合

建 築 物 」

と い う 。

） の 住 宅

部 分 の 場

合 

法 が 標 準

計 算 法 で

あ る も の 

分がある場合は(ｲ)

に掲げる申請に係る

共用部分の面積の合

計の区分に応じて規

定する金額を加算し

た額 

(ｱ) 住戸部分 

a １戸の場合

 ３３，００

０円 

b １戸を超え

５戸以下 ６

７，０００円 

c ５戸を超え

１０戸以下 

９４，０００

円 

(ｲ) 共用部分 

３００㎡以内の

場合 １０６，

０００円 

 イ  適 合 証

の 提 出 が

な い も の

で 評 価 手

法 が 仕 様

・ 計 算 併

用 法 で あ

る も の 

(ｱ)に掲げる申請に

係る住戸の数の合計

の区分に応じて規定

する金額に、共用部

分がある場合は(ｲ)

に掲げる申請に係る

共用部分の面積の合

計の区分に応じて規

定する金額を加算し

た額 

(ｱ) 住戸部分 

a  １戸の場合

 ２４，００

０円 

b  １戸を超え

５戸以下 ４

９，０００円 

c  ５戸を超え

１０戸以下 

６９，０００

円 

(ｲ) 共用部分  
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  ３００㎡以内の

場合 １０６，

０００円 

 ウ  適 合 証

の 提 出 が

な い も の

で 評 価 手

法 が 仕 様

基 準 で あ

る も の 

(ｱ)に掲げる申請に

係る住戸の数の合計

の区分に応じて規定

する金額に、共用部

分がある場合は(ｲ)

に掲げる申請に係る

共用部分の面積の合

計の区分に応じて規

定する金額を加算し

た額 

  (ｱ) 住戸部分 

a １戸の場合

 １７，００

０円 

b １戸を超え

５戸以下 ３

２，０００円 

c ５戸を超え

１０戸以下 

４６，０００

円 

(ｲ) 共用部分 

３００㎡以内の

場合 １０６，

０００円 

 エ  適 合 証

の 提 出 が

あ る も の 

(ｱ)に掲げる申請に

係る住戸の数の合計

の区分に応じて規定

する金額に、共用部

分がある場合は(ｲ)

に掲げる申請に係る

共用部分の面積の合

計の区分に応じて規

定する金額を加算し

た額 

  (ｱ) 住戸部分 

a １戸の場合

 ４，０００

円 

b １戸を超え

５戸以下 ９ 
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  ，０００円 

c ５戸を超え

１０戸以下 

１５，０００

円 

(ｲ) 共用部分 

３００㎡以内の

場合 ９，００

０円 

(3) 複合建

築 物 の 全

体 の 場 合 

複合建築物における共同住宅等の

部分の共用部分を共同住宅等の共

用部分とみなして適用する(2)（一

戸建て住宅の場合は、(1)）に規定

する金額に、複合建築物及び一戸

建て住宅の住宅以外の用途に供す

る部分を一棟の建築物とみなして

適用する(4)に規定する金額を加算

した金額 

(4) 住宅の

部 分 を 有

し な い 建

築 物 （ 以

下 こ の 表

に お い て

「 非 住 宅

建 築 物 」

と い う 。

） の 全 体

の 場 合 又

は 複 合 建

築 物 の 非 

ア  適 合 証

の 提 出 が

な い も の 

一棟の建築物の床面

積の合計が３００㎡

以内の場合 ２３４

，０００円（法第５

４条第１項に規定す

る国土交通大臣が定

める基準により、外

壁、窓等を通しての

熱の損失の防止に関

する基準が適用され

ない非住宅建築物に

あっては、１０６，

０００円） 

住 宅 部 分

の 場 合  

非 住 宅 部

分 の 床 面

積 の 合 計

の 区 分 に

応 じ 、 そ

れ ぞ れ 次

に 定 め る

金額 

イ  適 合 証

の 提 出 が

あ る も の 

一棟の建築物の床面

積の合計が３００㎡

以内の場合 ９，０

００円 

 別表第５第２項手数料の額の欄を次のように改める。 

(1) 一戸建

て 住 宅 の 

ア  適 合 証

の 提 出 が 

１６，５００円 
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場合 な い も の

で 評 価 手

法 が 標 準

計 算 法 で

あ る も の 

 

 イ  適 合 証

の 提 出 が

な い も の

で 評 価 手

法 が 仕 様

・ 計 算 併

用 法 で あ

る も の 

１２，０００円 

 ウ  適 合 証

の 提 出 が

な い も の

で 評 価 手

法 が 仕 様

基 準 で あ

る も の 

８，５００円 

 エ  適 合 証

の 提 出 が

あ る も の 

２，０００円 

(2) 共同住

宅 等 の 住

棟 全 体 の

場 合 又 は

複 合 建 築

物 の 住 宅

部 分 の 場

合 

ア  適 合 証

の 提 出 が

な い も の

で 評 価 手

法 が 標 準

計 算 法 で

あ る も の 

(ｱ)に掲げる変更申

請に係る住戸の数の

合計の区分に応じて

規定する金額に、(ｲ

)に掲げる変更申請

に係る共用部分の計

画変更に係る床面積

の合計の２分の１の

面積（床面積が増加

する場合にあっては

、これに当該増加す

る床面積を加算した

面積）の区分に応じ

て規定する金額の合

計（ただし、住戸部

分のみの計画変更に

係る場合は、(ｱ)に

掲げる変更申請に係

る住戸の数の合計の

区分に応じて規定す 
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  る金額のみとする。

） 

(ｱ) 住戸部分 

a １戸の場合

 １６，５０

０円 

b １戸を超え

５戸以下 ３

３，５００円 

c ５戸を超え

１０戸以下 

４７，０００

円 

(ｲ) 共用部分 

３００㎡以内の

場合 １０６，

０００円 

 イ  適 合 証

の 提 出 が

な い も の

で 評 価 手

法 が 仕 様

・ 計 算 併

用 法 で あ

る も の 

(ｱ)に掲げる変更申

請に係る住戸の数の

合計の区分に応じて

規定する金額に、(ｲ

)に掲げる変更申請

に係る共用部分の計

画変更に係る床面積

の合計の２分の１の

面積（床面積が増加

する場合にあっては

、これに当該増加す

る床面積を加算した

面積）の区分に応じ

て規定する金額の合

計（ただし、住戸部

分のみの計画変更に

係る場合は、(ｱ)に

掲げる変更申請に係

る住戸の数の合計の

区分に応じて規定す

る金額のみとする。

） 

  (ｱ) 住戸部分 

a １戸の場合

 １２，００

０円 

b １ 戸 を 超 え 
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  ５戸以下 ２

４，５００円 

c ５戸を超え

１０戸以下 

３４，５００

円 

(ｲ) 共用部分 

３００㎡以内の

場合 １０６，

０００円 

 ウ  適 合 証

の 提 出 が

な い も の

で 評 価 手

法 が 仕 様

基 準 で あ

る も の 

(ｱ)に掲げる変更申

請に係る住戸の数の

合計の区分に応じて

規定する金額に、(ｲ

)に掲げる変更申請

に係る共用部分の計

画変更に係る床面積

の合計の２分の１の

面積（床面積が増加

する場合にあっては

、これに当該増加す

る床面積を加算した

面積）の区分に応じ

て規定する金額の合

計（ただし、住戸部

分のみの計画変更に

係る場合は、(ｱ)に

掲げる変更申請に係

る住戸の数の合計の

区分に応じて規定す

る金額のみとする。

） 

(ｱ) 住戸部分 

a １戸の場合

 ８，５００

円 

b １戸を超え

５戸以下 １

６，０００円 

c ５戸を超え

１０戸以下 

２３，０００

円 

(ｲ) 共 用 部 分  

- 28 -



  ３００㎡以内の

場合 １０６，

０００円 

 エ  適 合 証

の 提 出 が

あ る も の 

(ｱ)に掲げる変更申

請に係る住戸の数の

合計の区分に応じて

規定する金額に、(ｲ

)に掲げる変更申請

に係る共用部分の計

画変更に係る床面積

の合計の２分の１の

面積（床面積が増加

する場合にあっては

、これに当該増加す

る床面積を加算した

面積）の区分に応じ

て規定する金額の合

計（ただし、住戸部

分のみの計画変更に

係る場合は、(ｱ)に

掲げる変更申請に係

る住戸の数の合計の

区分に応じて規定す

る金額のみとする。

） 

  (ｱ) 住戸部分 

a １戸の場合

 ２，０００

円 

b １戸を超え

５戸以下 ４

，５００円 

c ５戸を超え

１０戸以下 

７，５００円 

(ｲ) 共用部分 

３００㎡以内の

場合 ９，００

０円 

(3) 複合建

築 物 の 全

体 の 場 合 

複合建築物における共同住宅等の

部分の共用部分を共同住宅等の共

用部分とみなして適用する(2)（一

戸建て住宅の場合は、(1)）に規定

する金額に、複合建築物及び一戸 
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 建て住宅の住宅以外の用途に供す

る部分を一棟の建築物とみなして

適用する(4)に規定する金額を加算

した金額 

(4) 非住宅

建 築 物 の

全 体 の 場

合 又 は 複

合 建 築 物

の 非 住 宅

部 分 の 場

合 

一棟の建築物の計画変更に係る部

分の床面積の２分の１の面積（床

面積が増加する場合にあっては、

これに当該増加する部分の床面積

を加算した面積）について、前項

の(4)に規定する金額 

 別表第６を次のように改める。 

別表第６（第２条関係） 

番号 
手数料の名

称 

手数料を徴

収する事務 
手数料の額 

１ 建 築 物 エ ネ

ル ギ ー 消 費

性 能 適 合 性

判 定 手 数 料 

建 築 物 の エ

ネ ル ギ ー 消

費 性 能 の 向

上 等 に 関 す

る 法 律 （ 以

下 こ の 表 に

お い て 「 法

」 と い う 。

） 第 １ １ 条

第 １ 項 の 規

定 に 基 づ く

計 画 の 建 築 

(1) 一戸建

て 住 宅 （

非 住 宅 部

分 を 有 し

な い も の

に 限 る 。

以 下 こ の

表 に お い

て 同 じ 。

） 

ア  評価手

法 が 標 準

計 算 法 で

あ る も の 

床 面 積 が ２

０ ０ ㎡ 未 満

の も の に あ

っ て は ３ ０

， ０ ０ ０ 円

、 床 面 積 が

２ ０ ０ ㎡ 以

上 ３ ０ ０ ㎡

以 内 の も の

に あ っ て は

３ ３ ， ０ ０

０円 

  物 エ ネ ル ギ

ー 消 費 性 能

適 合 性 判 定

又 は 法 第 １

２ 条 第 ２ 項

の 規 定 に 基

づ く 計 画 の

建 築 物 エ ネ

ル ギ ー 消 費

性 能 適 合 性

判 定 に 対 す

る 審 査 

 イ  評価手

法 が 仕 様

・ 計 算 併

用 法 で あ

る も の 

床 面 積 が ２

０ ０ ㎡ 未 満

の も の に あ

っ て は ２ ２

， ０ ０ ０ 円

、 床 面 積 が

２ ０ ０ ㎡ 以

上 ３ ０ ０ ㎡

以 内 の も の

に あ っ て は

２ ４ ， ０ ０

０円 

    ウ  評価手

法 が 仕 様

基 準 で あ

る も の 

床 面 積 が ２

０ ０ ㎡ 未 満

の も の に あ

っ て は １ ５ 
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     ， ０ ０ ０ 円

、 床 面 積 が

２ ０ ０ ㎡ 以

上 ３ ０ ０ ㎡

以 内 の も の

に あ っ て は

１ ６ ， ０ ０

０円 

   (2) 共同住

宅 等 （ 一

戸 建 て 住

宅 以 外 の

住 宅 を い

う 。 以 下

こ の 表 に

お い て 同

じ 。 ） の

場合 

ア  評 価 手

法 が 標 準

計 算 法 で

あ る も の 

床 面 積 が ３

０ ０ ㎡ 未 満

の も の に あ

っ て は ６ １

， ０ ０ ０ 円

、 床 面 積 が

３ ０ ０ ㎡ の

も の に あ っ

て は １ ０ ２

，０００円 

    イ  評 価 手

法 が 仕 様

・ 計 算 併

用 法 で あ

る も の 

床 面 積 が ３

０ ０ ㎡ 未 満

の も の に あ

っ て は ４ ５

， ０ ０ ０ 円

、 床 面 積 が

３ ０ ０ ㎡ の

も の に あ っ

て は ７ ６ ，

０００円 

    ウ  評 価 手

法 が 仕 様

基 準 で あ

る も の 

床 面 積 が ３

０ ０ ㎡ 未 満

の も の に あ

っ て は ２ ９

， ０ ０ ０ 円

、 床 面 積 が

３ ０ ０ ㎡ の

も の に あ っ

て は ５ ０ ，

０００円 

   (3) 非住宅

建 築 物 又

は 住 宅 以

外 の 部 分

で 評 価 手

法 が 国 土 

ア  工 場 、

倉 庫 等 

床 面 積 が ３

０ ０ ㎡ 未 満

の も の に あ

っ て は １ ６

， ０ ０ ０ 円

、 床 面 積 が 
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   交 通 大 臣

の 定 め る

簡 易 な 評

価 方 法 の 

 ３ ０ ０ ㎡ の

も の に あ っ

て は ２ ３ ，

０００円 

   場合 イ  工 場 、

倉 庫 等 以

外 

床 面 積 が ３

０ ０ ㎡ 未 満

の も の に あ

っ て は ７ ７

， ０ ０ ０ 円

、 床 面 積 が

３ ０ ０ ㎡ の

も の に あ っ

て は ９ ８ ，

０００円 

   (4) 非住宅

建 築 物 又

は 住 宅 以

外 の 部 分

で 評 価 手

法 が 標 準

入 力 法 の

場合 

ア  工 場 、

倉 庫 等 

床 面 積 が ３

０ ０ ㎡ 未 満

の も の に あ

っ て は ２ ０

， ０ ０ ０ 円

、 床 面 積 が

３ ０ ０ ㎡ の

も の に あ っ

て は ２ ７ ，

０００円 

    イ  工 場 、

倉 庫 等 以

外 

床 面 積 が ３

０ ０ ㎡ 未 満

の も の に あ

っ て は ２ ０

２ ， ０ ０ ０

円 、 床 面 積

が ３ ０ ０ ㎡

の も の に あ

っ て は ２ ５

３ ， ０ ０ ０

円 

   (5) 住宅と

住 宅 以 外

の 部 分 の

複 合 建 築

物 

(1)又は(2)の規定による金

額に(3)又は(4)の規定によ

る金額を加算した額 

２ 計 画 変 更 建

築 物 エ ネ ル

ギ ー 消 費 性

能 適 合 性 判 

法 第 １ １ 条

第 ２ 項 の 規

定 に 基 づ く

計 画 の 変 更 

(1) 一戸建

て 住 宅 の

場合 

ア  評 価 手

法 が 標 準

計 算 法 で

あ る も の 

床 面 積 が ２

０ ０ ㎡ 未 満

の も の に あ

っ て は １ ５ 
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 定 又 は 軽 微

な 変 更 に 関

す る 証 明 手

数料 

の 建 築 物 エ

ネ ル ギ ー 消

費 性 能 適 合

性 判 定 に 対

す る 審 査 若

し く は 軽 微

な 変 更 に 関

す る 証 明 又 

   ， ０ ０ ０ 円

、 床 面 積 が

２ ０ ０ ㎡ 以

上 ３ ０ ０ ㎡

以 内 の も の

に あ っ て は

１ ６ ， ５ ０

０円 

  は 法 第 １ ２

条 第 ３ 項 の

規 定 に 基 づ

く 計 画 の 変

更 の 建 築 物

エ ネ ル ギ ー

消 費 性 能 適

合 性 判 定 に

対 す る 審 査 

 イ  評 価 手

法 が 仕 様

・ 計 算 併

用 法 で あ

る も の 

床 面 積 が ２

０ ０ ㎡ 未 満

の も の に あ

っ て は １ １

， ０ ０ ０ 円

、 床 面 積 が

２ ０ ０ ㎡ 以

上 ３ ０ ０ ㎡

以 内 の も の

に あ っ て は

１ ２ ， ０ ０

０円 
    ウ  評価手

法 が 仕 様

基 準 で あ

る も の 

床 面 積 が ２

０ ０ ㎡ 未 満

の も の に あ

っ て は ７ ，

５ ０ ０ 円 、

床 面 積 が ２

０ ０ ㎡ 以 上

３ ０ ０ ㎡ 以

内 の も の に

あ っ て は ８

，０００円 

   (2) 共同住

宅 等 の 場

合 

ア  評 価 手

法 が 標 準

計 算 法 で

あ る も の 

床 面 積 が ３

０ ０ ㎡ 未 満

の も の に あ

っ て は ３ ０

， ５ ０ ０ 円

、 床 面 積 が

３ ０ ０ ㎡ の

も の に あ っ

て は ５ １ ，

０００円 

    イ  評 価 手

法 が 仕 様

・ 計 算 併 

床 面 積 が ３

０ ０ ㎡ 未 満

の も の に あ 
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    用 法 で あ

る も の 

っ て は ２ ２

， ５ ０ ０ 円

、 床 面 積 が

３ ０ ０ ㎡ の

も の に あ っ

て は ３ ８ ，

０００円 

    ウ  評 価 手

法 が 仕 様

基 準 で あ

る も の 

床 面 積 が ３

０ ０ ㎡ 未 満

の も の に あ

っ て は １ ４

， ５ ０ ０ 円

、 床 面 積 が

３ ０ ０ ㎡ の

も の に あ っ

て は ２ ５ ，

０００円 

   (3) 非住宅

建 築 物 又

は 住 宅 以

外 の 部 分

で 評 価 手

法 が 国 土

交 通 大 臣

の 定 め る

簡 易 な 評

価 方 法 の 

ア  工 場 、

倉 庫 等 

床 面 積 が ３

０ ０ ㎡ 未 満

の も の に あ

っ て は ８ ，

０ ０ ０ 円 、

床 面 積 が ３

０ ０ ㎡ の も

の に あ っ て

は １ １ ， ５

００円 

   場合 イ  工 場 、

倉 庫 等 以

外 

床 面 積 が ３

０ ０ ㎡ 未 満

の も の に あ

っ て は ３ ８

， ５ ０ ０ 円

、 床 面 積 が

３ ０ ０ ㎡ の

も の に あ っ

て は ４ ９ ，

０００円 

   (4) 非住宅

建 築 物 又

は 住 宅 以

外 の 部 分

で 評 価 手

法 が 標 準

入 力 法 の 

ア  工 場 、

倉 庫 等 

床 面 積 が ３

０ ０ ㎡ 未 満

の も の に あ

っ て は １ ０

， ０ ０ ０ 円

、 床 面 積 が

３ ０ ０ ㎡ の 
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   場合  も の に あ っ

て は １ ３ ，

５００円 

    イ  工 場 、

倉 庫 等 以

外 

床 面 積 が ３

０ ０ ㎡ 未 満

の も の に あ

っ て は １ ０

１ ， ０ ０ ０

円 、 床 面 積

が ３ ０ ０ ㎡

の も の に あ

っ て は １ ２

６ ， ５ ０ ０

円 

   (5) 住宅と

住 宅 以 外

の 部 分 の

複 合 建 築

物 

(1)又は(2)の規定による金

額に(3)又は(4)の規定によ

る金額を加算した額 

３ 建 築 物 エ ネ

ル ギ ー 消 費

性 能 向 上 計

画 認 定 申 請

手 数 料 

法 第 ２ ９ 条

第 １ 項 の 規

定 に よ る 建

築 物 エ ネ ル

ギ ー 消 費 性

能 向 上 計 画

の 認 定 の 申

請 （ 当 該 申

請 に 併 せ て

法 第 ３ ０ 条

第 ２ 項 の 規

定 に よ る 審

査 の 申 出 を

行 う 場 合 を

除 く 。 ） に

対 す る 審 査 

(1) 一戸建

て 住 宅 の

場合 

ア  住 宅 の

品 質 確 保

の 促 進 等

に 関 す る

法 律 第 ５

条 第 １ 項

に 規 定 す

る 登 録 住

宅 性 能 評

価 機 関 又

は 法 第 １

４ 条 第 １

項 に 規 定

す る 登 録

建 築 物 エ

ネ ル ギ ー

消 費 性 能

判 定 機 関

に よ り 当

該 建 築 物

エ ネ ル ギ

ー 消 費 性

能 向 上 計

画 が 法 第 

床 面 積 が ２

０ ０ ㎡ 未 満

の も の に あ

っ て は ３ ０

， ０ ０ ０ 円

、 床 面 積 が

２ ０ ０ ㎡ 以

上 ３ ０ ０ ㎡

以 内 の も の

に あ っ て は

３ ３ ， ０ ０

０円 
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    ３ ０ 条 第

１ 項 各 号

に 掲 げ る

基 準 に 適

合 す る こ

と を 証 さ

れ た 書 類

（ 以 下 こ

の 表 に お

い て 「 適

合 証 」 と

い う 。 ）

及 び 住 宅

の 品 質 確

保 の 促 進

等 に 関 す

る 法 律 第

６ 条 第 １

項 に 規 定

す る 設 計

住 宅 性 能

評 価 書 （

以 下 こ の

表 に お い

て 「 性 能

評 価 書 」

と い う 。

） の 提 出

が な い も

の で 評 価

手 法 が 標

準 計 算 法

で あ る も

の 

 

    イ  適 合 証

及 び 性 能

評 価 書 の

提 出 が な

い も の で

評 価 手 法

が 仕 様 ・

計 算 併 用

法 で あ る

もの 

床 面 積 が ２

０ ０ ㎡ 未 満

の も の に あ

っ て は ２ ２

， ０ ０ ０ 円

、 床 面 積 が

２ ０ ０ ㎡ 以

上 ３ ０ ０ ㎡

以 内 の も の

に あ っ て は 
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     ２ ４ ， ０ ０

０円 

    ウ  適 合 証

及 び 性 能

評 価 書 の

提 出 が な

い も の で

評 価 手 法

が 仕 様 基

準 で あ る

もの 

床 面 積 が ２

０ ０ ㎡ 未 満

の も の に あ

っ て は １ ５

， ０ ０ ０ 円

、 床 面 積 が

２ ０ ０ ㎡ 以

上 ３ ０ ０ ㎡

以 内 の も の

に あ っ て は

１ ６ ， ０ ０

０円 

    エ  適 合 証

又 は 性 能

評 価 書 の

提 出 が あ

る も の 

４，０００

円 

   (2) 共同住

宅 等 の 場

合 

ア  適 合 証

及 び 性 能

評 価 書 の

提 出 が な

い も の で

評 価 手 法

が 標 準 計

算 法 で あ

る も の 

床 面 積 が ３

０ ０ ㎡ 未 満

の も の に あ

っ て は ６ １

， ０ ０ ０ 円

、 床 面 積 が

３ ０ ０ ㎡ の

も の に あ っ

て は １ ０ ２

，０００円 

    イ  適 合 証

及 び 性 能

評 価 書 の

提 出 が な

い も の で

評 価 手 法

が 仕 様 ・

計 算 併 用

法 で あ る

もの 

床 面 積 が ３

０ ０ ㎡ 未 満

の も の に あ

っ て は ４ ５

， ０ ０ ０ 円

、 床 面 積 が

３ ０ ０ ㎡ の

も の に あ っ

て は ７ ６ ，

０００円 

    ウ  適 合 証

及 び 性 能

評 価 書 の

提 出 が な

い も の で 

床 面 積 が ３

０ ０ ㎡ 未 満

の も の に あ

っ て は ２ ９

， ０ ０ ０ 円 
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    評 価 手 法

が 仕 様 基

準 で あ る

もの 

、 床 面 積 が

３ ０ ０ ㎡ の

も の に あ っ

て は ５ ０ ，

０００円 

    エ  適 合 証

又 は 性 能

評 価 書 の

提 出 が あ

る も の 

床 面 積 が ３

０ ０ ㎡ 未 満

の も の に あ

っ て は ８ ，

０ ０ ０ 円 、

床 面 積 が ３

０ ０ ㎡ の も

の に あ っ て

は １ ７ ， ０

００円 

   (3) 住宅以

外 の 部 分

で 評 価 手

法 が 国 土

交 通 大 臣

の 定 め る

簡 易 な 評

価 方 法 の

場合 

ア  適 合 証

及 び 性 能

評 価 書 の

提 出 が な

い も の 

床 面 積 が ３

０ ０ ㎡ 未 満

の も の に あ

っ て は ７ ７

， ０ ０ ０ 円

、 床 面 積 が

３ ０ ０ ㎡ の

も の に あ っ

て は ９ ８ ，

０００円 

    イ  適 合 証

又 は 性 能

評 価 書 の

提 出 が あ

る も の 

床 面 積 が ３

０ ０ ㎡ 未 満

の も の に あ

っ て は ８ ，

０ ０ ０ 円 、

床 面 積 が ３

０ ０ ㎡ の も

の に あ っ て

は １ ４ ， ０

００円 

   (4) 住宅以

外 の 部 分

で 評 価 手

法 が 標 準

入 力 法 又

は 主 要 室

入 力 法 の

場合 

ア  適 合 証

及 び 性 能

評 価 書 の

提 出 が な

い も の 

床 面 積 が ３

０ ０ ㎡ 未 満

の も の に あ

っ て は ２ ０

２ ， ０ ０ ０

円 、 床 面 積

が ３ ０ ０ ㎡

の も の に あ

っ て は ２ ５ 
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     ３ ， ０ ０ ０

円 

    イ  適 合 証

又 は 性 能

評 価 書 の

提 出 が あ

る も の 

床 面 積 が ３

０ ０ ㎡ 未 満

の も の に あ

っ て は ８ ，

０ ０ ０ 円 、

床 面 積 が ３

０ ０ ㎡ の も

の に あ っ て

は １ ４ ， ０

００円 

   (5) 住宅と

住 宅 以 外

の 部 分 の

複 合 建 築

物 

(1)又は(2)の規定により算

定された額に、(3)又は(4)

の規定により算定された額

を加算した額 

４ 建 築 物 エ ネ

ル ギ ー 消 費

性 能 向 上 計

画 変 更 認 定

申 請 手 数 料 

法 第 ３ １ 条

第 １ 項 の 規

定 に よ る 建

築 物 エ ネ ル

ギ ー 消 費 性

能 向 上 計 画

の 変 更 の 認

定 の 申 請 （

当 該 申 請 に

併 せ て 法 第

３ ０ 条 第 ２

項 の 規 定 に 

(1) 一戸建

て 住 宅 の

場合 

ア  適 合 証

及 び 性 能

評 価 書 の

提 出 が な

い も の で

評 価 手 法

が 標 準 計

算 法 で あ

る も の 

床 面 積 が ２

０ ０ ㎡ 未 満

の も の に あ

っ て は １ ５

， ０ ０ ０ 円

、 床 面 積 が

２ ０ ０ ㎡ 以

上 ３ ０ ０ ㎡

以 内 の も の

に あ っ て は

１ ６ ， ５ ０

０円 

  よ る 審 査 の

申 出 を 行 う

場 合 を 除 く

。 ） に 対 す

る 審 査 

 イ  適 合 証

及 び 性 能

評 価 書 の

提 出 が な

い も の で

評 価 手 法

が 仕 様 ・

計 算 併 用

法 で あ る

もの 

床 面 積 が ２

０ ０ ㎡ 未 満

の も の に あ

っ て は １ １

， ０ ０ ０ 円

、 床 面 積 が

２ ０ ０ ㎡ 以

上 ３ ０ ０ ㎡

以 内 の も の

に あ っ て は

１ ２ ， ０ ０

０円 

    ウ  適 合 証

及 び 性 能

評 価 書 の 

床 面 積 が ２

０ ０ ㎡ 未 満

の も の に あ 
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    提 出 が な

い も の で

評 価 手 法

が 仕 様 基

準 で あ る

もの 

っ て は ７ ，

５ ０ ０ 円 、

床 面 積 が ２

０ ０ ㎡ 以 上

３ ０ ０ ㎡ 以

内 の も の に

あ っ て は ８

，０００円 

    エ  適 合 証

又 は 性 能

評 価 書 の

提 出 が あ

る も の 

２，０００

円 

   (2) 共同住

宅 等 の 場

合 

ア  適 合 証

及 び 性 能

評 価 書 の

提 出 が な

い も の で

評 価 手 法

が 標 準 計

算 法 で あ

る も の 

床 面 積 が ３

０ ０ ㎡ 未 満

の も の に あ

っ て は ３ ０

， ５ ０ ０ 円

、 床 面 積 が

３ ０ ０ ㎡ の

も の に あ っ

て は ５ １ ，

０００円 

    イ  適 合 証

及 び 性 能

評 価 書 の

提 出 が な

い も の で

評 価 手 法

が 仕 様 ・

計 算 併 用

法 で あ る

もの 

床 面 積 が ３

０ ０ ㎡ 未 満

の も の に あ

っ て は ２ ２

， ５ ０ ０ 円

、 床 面 積 が

３ ０ ０ ㎡ の

も の に あ っ

て は ３ ８ ，

０００円 

    ウ  適 合 証

及 び 性 能

評 価 書 の

提 出 が な

い も の で

評 価 手 法

が 仕 様 基

準 で あ る

もの 

床 面 積 が ３

０ ０ ㎡ 未 満

の も の に あ

っ て は １ ４

， ５ ０ ０ 円

、 床 面 積 が

３ ０ ０ ㎡ の

も の に あ っ

て は ２ ５ ，

０００円 

    エ  適 合 証 床 面 積 が ３ 
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    又 は 性 能

評 価 書 の

提 出 が あ

る も の 

０ ０ ㎡ 未 満

の も の に あ

っ て は ４ ，

０ ０ ０ 円 、

床 面 積 が ３

０ ０ ㎡ の も

の に あ っ て

は ８ ， ５ ０

０円 

   (3) 住宅以

外 の 部 分

で 評 価 手

法 が 国 土

交 通 大 臣

の 定 め る

簡 易 な 評

価 方 法 の

場合 

ア  適 合 証

及 び 性 能

評 価 書 の

提 出 が な

い も の 

床 面 積 が ３

０ ０ ㎡ 未 満

の も の に あ

っ て は ３ ８

， ５ ０ ０ 円

、 床 面 積 が

３ ０ ０ ㎡ の

も の に あ っ

て は ４ ９ ，

０００円 

    イ  適 合 証

又 は 性 能

評 価 書 の

提 出 が あ

る も の 

床 面 積 が ３

０ ０ ㎡ 未 満

の も の に あ

っ て は ４ ，

０ ０ ０ 円 、

床 面 積 が ３

０ ０ ㎡ の も

の に あ っ て

は ７ ， ０ ０

０円 

   (4) 住宅以

外 の 部 分

で 評 価 手

法 が 標 準

入 力 法 又

は 主 要 室

入 力 法 の

場合 

ア  適 合 証

及 び 性 能

評 価 書 の

提 出 が な

い も の 

床 面 積 が ３

０ ０ ㎡ 未 満

の も の に あ

っ て は １ ０

１ ， ０ ０ ０

円 、 床 面 積

が ３ ０ ０ ㎡

の も の に あ

っ て は １ ２

６ ， ５ ０ ０

円 

    イ  適 合 証

又 は 性 能

評 価 書 の

提 出 が あ 

床 面 積 が ３

０ ０ ㎡ 未 満

の も の に あ

っ て は ４ ， 
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    る も の ０ ０ ０ 円 、

床 面 積 が ３

０ ０ ㎡ の も

の に あ っ て

は ７ ， ０ ０

０円 

   (5) 住宅と

住 宅 以 外

の 部 分 の

複 合 建 築

物 

(1)又は(2)の規定により算

定された額に、(3)又は(4)

の規定により算定された額

を加算した額 

 備考 

  １ １申請をもって１件とする。 

  ２ 法第３０条第２項の規定（法第３１条第２項の規定において準用する場合

を含む。）に基づく審査の申出がある場合の手数料の額は、当該申出に係る

建築物の床面積の合計の区分及び工作物の件数に応じた別表第２第１項に規

定する建築確認申請及び計画通知手数料の額又は同表第２項に規定する計画

変更確認申請及び計画変更通知手数料の額を加算した額とする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の別表第２、別表第５及び別表第６の規定は、この条例の施行の日以後

になされる申請等に係る手数料について適用し、同日前になされた申請等に係る

手数料については、なお従前の例による。 

 

 

 （提案理由） 

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法

律等の一部を改正する法律（令和４年法律第６９号）の施行に伴い、建築物エネル

ギー消費性能基準の適合義務の対象となる建築物の範囲が拡大されたことなどから、

所要の規定の整備を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第１５号 

 

五島市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準に関する条例

の一部改正について 

五島市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準に関する条例の一

部を改正する条例案を次のとおり提出する。 

令和７年３月７日提出 

五島市長 出 口  太   

五島市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準に関する条例

の一部を改正する条例 

五島市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準に関する条例（平

成２５年五島市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

第４条第６号中「第２１条第２項第１号」を「第２２条第２項第１号」に改める。 

附 則 

この条例は、令和７年６月１日から施行する。 

 

 

 （提案理由） 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成１８年政令

第３７９号）の一部改正に伴い、引用している条項にずれが生じたため、所要の規

定の整理を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第１６号 

 

五島市単独住宅管理条例の一部改正について 

五島市単独住宅管理条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。 

令和７年３月７日提出 

五島市長 出 口  太   

五島市単独住宅管理条例の一部を改正する条例 

五島市単独住宅管理条例（平成１６年五島市条例第２０２号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表玉之浦の部大宝住宅Ｂ－１号の項を削る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 （提案理由） 

玉之浦地区の大宝住宅Ｂ－１号を廃止するため、所要の規定の整備を行う必要が

ある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第１７号 

 

五島市奈留ターミナルビル条例の一部改正について 

五島市奈留ターミナルビル条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。 

令和７年３月７日提出 

五島市長 出 口  太   

五島市奈留ターミナルビル条例の一部を改正する条例 

五島市奈留ターミナルビル条例（平成１６年五島市条例第２０８号）の一部を次

のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   五島市港湾ターミナルビル条例 

 第１条中「奈留ターミナルビル」を「港湾ターミナルビル」に改める。 

 第２条中「相の浦港」を「福江港及び相の浦港」に改め、「五島市奈留町泊１９８

番地１１に」を削り、同条に次の１項を加える。 

２ ターミナルビルの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

福江港ターミナルビル 五島市東浜町二丁目３番１号 

奈留ターミナルビル 五島市奈留町泊１９８番地１１ 

 第１３条を第１５条とし、第７条から第１２条までを２条ずつ繰り下げる。 

 第６条の見出し中「減額」を「減免」に改め、同条中「減額する」を「減額し、

又は免除する」に改め、同条を第８条とする。 

 第５条の見出しを「（使用料等）」に改め、同条中「別表に定める使用料」を「次

に掲げる使用料等」に、「、使用料」を「、使用料等」に改める。 

第５条に次の各号を加える。 

 (1) 別表第１に定める使用料 

 (2) 別表第２に定める使用料 

 (3) 福江港ターミナルビルの共用部分に係る共益費 

 第５条を第７条とし、第４条を第６条とし、第３条を第５条とし、第２条の次に

次の２条を加える。 

 （職員） 

第３条 福江港ターミナルビルに港湾管理事務所長その他必要な職員を置く。 
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 （開館時間） 

第４条 福江港ターミナルビルの開館時間は、午前６時３０分から午後８時３０分

までとする。 

２ 奈留ターミナルビルの開館時間は、午前６時から午後６時１５分までとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、これを

変更することができる。 

 別表を次のように改める。 

別表第１（第７条関係） 

施設名 利用の種別 単位 
使用料 

１階 ２階 

福江港タ

ーミナル 

船舶旅客取扱業を

行うための利用 

１ 平 方

メ ー ト 

１年 23,400円 18,330円 

ビル 海運業、バス事業

又は旅行あっせん

業を行うための利

用 

ル  26,180円 18,330円 

 売店を行うための

利用 

  26,180円 18,330円 

 食堂を行うための

利用 

  24,790円 17,340円 

 手小荷物預り業を

行うための利用 

  24,790円 17,340円 

 広告等のための壁

面の利用 

  21,830円 21,830円 

 上記以外の目的の

ための利用 

  27,550円 

 

22,030円 

奈留ター

ミナルビ

ル（レセ

プション

ルームを

除く。） 

船舶旅客取扱業を

行うための利用 

１ 平 方

メ ー ト 

１年 11,000円 9,900円 

売店を行うための

利用 

ル  11,000円 9,900円 

食堂を行うための

利用 

  11,000円 9,900円 

手小荷物預り業を

行うための利用 

  11,000円 9,900円 

広告等のための壁

面の利用 

  4,950円 4,400円 

 事業を行う者の事   14,300円 14,300円 

 務所としての利用     

 上記以外の目的の

ための利用 

  14,300円 14,300円 
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 備考 

  １ 利用面積が１平方メートル未満であるとき、又は利用面積に１平方メート

ル未満の端数があるときは、１平方メートルとして計算する。 

  ２ 利用期間が１年未満であるとき、又は利用期間に１年未満の端数があると

きは、月割計算する。この場合において、１月未満の端数があるときは、そ

の端数を１月として計算する。ただし、１５日未満の利用については、日割

計算の方法により算定して得た額とする。 

  ３ 算定した使用料の額に１００円未満の端数を生じるときは、その端数を１

００円とする。 

 別表第１の次に次の１表を加える。 

別表第２（第７条関係） 

施設名 単位 使用料 
冷暖房設

備使用料 

奈留ターミナルビルレセプションルーム １時間 300円 220円 

 備考 

  １ 使用時間が１時間未満であるときは、１時間として計算する。 

  ２ 使用時間が１時間を超え、その使用時間に１時間未満の端数があるときは、

端数時間が３０分未満であるときはこれを切り捨て、端数時間が３０分以上

であるときはこれを１時間として計算する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に、長崎県福江港ターミナルビル条例（平成１６年長崎

県条例第７９号）第１条に規定する長崎県福江港ターミナルビルに関し、同条例

の規定によりなされた利用の許可の申請その他の行為は、この条例による改正後

の五島市港湾ターミナルビル条例第２条第２項に規定する福江港ターミナルビル

に関し、同条例の相当規定によりなされた利用の許可の申請その他の行為とみな

す。 
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 （提案理由） 

長崎県から贈与を受ける長崎県福江港ターミナルビルを市の公の施設として設置

することに伴い、その設置及び管理に関し必要な事項を定めるなど、所要の規定の

整備を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第１８号 

 

負担付き贈与の受領について 

 次のとおり負担付き贈与を受けるものとする。 

令和７年３月７日提出 

五島市長 出 口  太   

 

１ 贈 与 物 件  長崎県福江港ターミナルビル 

         (1) 建物 

          ア 所 在 五島市東浜町二丁目３番１号 

          イ 構 造 鉄筋コンクリート造 

          ウ 床面積 ２，９６７．０１平方メートル 

         (2) その他の設備 

           ボーディングブリッジ ２基 

２ 贈 与 者  長崎県 

３ 贈与の条件  (1) 市は、贈与物件を市の旅客ターミナルの用途に自ら供さな

ければならない。 

(2) 市は、贈与契約の締結の日から５年間、長崎県の承認を得

ないで、贈与物件について売買、贈与、交換、出資等による

所有権の移転をし、又は所有権の移転を主たる目的とする合

併をしてはならない。 

(3) 市は、贈与契約の締結の日から５年間、長崎県の承認を得

ないで、贈与物件に地上権、質権、使用貸借による権利又は

賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定をして

はならない。 

(4) 市は、前３号に定める条件に違反したときは、長崎県に対

し、違約金を支払わなければならない。 

(5) 長崎県は、市が第１号から第３号までに定める条件に違反

したときその他贈与契約に定める義務を履行しないときは、

贈与契約を解除することができる。 
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(6) 長崎県は、市が第１号から第３号までに定める条件に違反

したときは、長崎県の選択により、贈与契約の解除に代えて、

特別違約金を請求することができる。 

 

 

 （提案理由） 

 負担付きの贈与を受けることについては、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項第９号の規定により議会の議決を経る必要がある。これが、この案

を提出する理由である。 
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議案第１９号 

 

財産の無償貸付けの変更について 

 令和５年１２月２２日に議決された議案第１３１号財産の無償貸付けについての

一部を次のとおり変更する。 

令和７年３月７日提出 

五島市長 出 口  太   

 

「ウ 面積 ４，７３０．０平方メートル」を「ウ 面積 ４，０３０．０平方

メートル」に改める。 

 

 

 （提案理由） 

財産の無償貸付けの変更については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

９６条第１項第６号の規定により議会の議決を経る必要がある。これが、この案を

提出する理由である。 
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議案第２０号 

 

工事請負契約の変更について 

 令和５年３月２４日に議決された議案第１９号工事請負契約の締結についての一

部を次のとおり変更する。 

令和７年３月７日提出 

五島市長 出 口  太   

 

「４ 工事請負金額 １，４２５，９６３，０００円」を「４ 工事請負金額 １，

４３７，１４７，８００円」に改める。 

 

 

 （提案理由） 

 五島西漁港（嵯峨島地区）災害復旧・関連工事に係る工事請負契約の変更につい

ては、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号及び五島市議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１６年五島市

条例第５０号）第２条の規定により議会の議決を経る必要がある。これが、この案

を提出する理由である。 
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議案第２１号 

 

住民センターの指定管理者の指定について 

 五島市住民センター条例（平成１６年五島市条例第２０号）第３条第１項の規定

により、住民センターの指定管理者を次のとおり指定する。 

令和７年３月７日提出 

五島市長 出 口  太   
 

公の施設の名称 指 定 管 理 者 指 定 の 期 間 

岐宿住民センター 五島市岐宿町岐宿2301番地１ 

岐宿地区自治公民館 

館長 前 田 久 幸 

令和７年４月１日から 

令和９年３月31日まで 

楠原住民センター 五島市岐宿町楠原438番地２ 

楠原自治公民館 

館長 狩 浦 雅 彦 

令和７年４月１日から 

令和９年３月31日まで 

川原住民センター 五島市岐宿町川原586番地１ 

岐宿まちづくり協議会川原支部 

支部長 杣 川 好 隆 

令和７年４月１日から 

令和９年３月31日まで 

山内住民センター 五島市岐宿町中嶽1258番地４ 

岐宿まちづくり協議会山内支部 

支部長 平 田 定 治 

令和７年４月１日から 

令和９年３月31日まで 

 
 
 （提案理由） 

 公の施設の指定管理者の指定については、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を経る必要がある。これが、こ

の案を提出する理由である。 
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